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 (4) 高さを制限する範囲の幅（平成３１年度第２回部会） 

ア 視点場及び南北軸 

      平和記念資料館本館下の視点場及び原爆ドーム（円蓋部中央）の座標値は、同館、原爆死没者

慰霊碑及び原爆ドームの位置を測量した結果、図１のとおりとした。（図１） 

また、南北軸は、視点場と原爆ドームの座標を結ぶ直線とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 高さを制限する範囲の幅 

      高さを制限する範囲の幅は、あり方における「目指すべき姿」（写真）として設定した範囲の

幅を測量した結果、視点場から南北軸を中心とした１７度（水平方向の角度）とした。（※あり

方においては、「約１８度」としていたもの。）（図２） 

 

     (ｱ) 原爆ドーム（本体部分）の背景となる範囲 

       原爆ドーム(本体部分)の背景となる範囲の幅は、測量の結果、視点場から南北軸を中心と

した３.１度（水平方向の角度）とした。（図２） 

 

     (ｲ) 植栽による遮蔽効果が見込める範囲 

        植栽による遮蔽効果が見込める範囲の幅は、(ｱ)の部分の左右それぞれ６.９５度（水平方

向の角度）とした。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図１ 視点場及び南北軸 

 図２ 高さを制限する範囲の幅 

原爆死没者慰霊碑 

視点場（平和記念資料館本館下）

座標（Ｘ,Ｙ,Ｚ）※〔ｍ〕
Ｘ：-178,364.302 
Ｙ： 26,246.794 
Ｚ： 3.312 

※ 座標（Ｘ，Ｙ）は、平面直角座標系 

(第 3系)による。 

標高（Ｚ）は東京湾平均海面(ＴＰ)を

基準面とする。 

《参考》 

 同座標系は島根県隠岐諸島西方を原点と

し、南北方向をＸ軸、東西方向をＹ軸として

いる。 

Ｘ､Ｙの座標は、それぞれ原点からの距離を

表す。 

平和記念資料館本館 

原爆ドーム（円蓋部中央） 

座標（Ｘ,Ｙ）※〔ｍ〕 
Ｘ：-177,962.655 
Ｙ： 26,373.868 

南北軸 

原爆ドーム

原爆死没者慰霊碑

視点場

高さを制限する
範囲の幅（17 度） 

原爆ドーム（本体部分）の
背景となる範囲の幅（3.1 度） 

植栽による遮蔽効果が
見込める範囲の幅（各 6.95 度） 

南北軸 

南
北
軸 

6.95 度6.95 度 3.1 度

【目指すべき姿】 
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(5) 高さの最高限度（平成３１年度第２回部会） 

    論点①及び論点②を検討するに当たり、あり方における高さの基準の考え方に基づき、原爆ドー 

ムや平和記念公園内の植栽により背景を遮蔽できる高さの基準線（以下「基準線」という。）を、 

原爆ドーム及び背景に見える既存建築物の最頂部を測量した結果から、次のとおりとした。 
 

   ア 原爆ドーム（本体部分）の背景となる範囲 

     視点場における視点の位置と、南北軸線上における原爆ドーム本体部分の肩の点（本体部分の 

上端・ドームを支える円筒形の壁の下端）を結ぶ斜線を延長したものを基準線とした。（図１、 

図２） 
 
   イ 植栽による遮蔽効果が見込める範囲 

      視点場における視点の位置と、背景に見える既存建築物の最頂部（植栽による遮蔽高さの基準

となる点）を結ぶ斜線を延長したものを基準線とした。（図１、図２） 
     

ウ 基準線の定義式 

範 囲 
基準線の定義式 

【Ｈ（標高〔ｍ〕）＝基準線の傾き×Ｌ（視点場からの距離〔ｍ〕）＋視点の標高〔ｍ〕】

原爆ドーム（本体部分）の背景

となる範囲 
Ｈ１＝0.039390×Ｌ＋4.812 〔ｍ〕 ① 

植栽による遮蔽効果が見込める

範囲 
Ｈ２＝0.051192×Ｌ＋4.812 〔ｍ〕 ② 

※ 高さを制限する範囲における地盤面の高さは場所において異なることから、基準線は標高を用い

て定義する。 

※ 標高は東京湾平均海面（ＴＰ）を基準面とする。 

※ Ｌは、視点場から計画地の建築物等の各部分までの距離とし、次式により求める。 

Ｌ＝√｛(Ｘ＋178,364.302)2＋(Ｙ－26,246.794)2｝〔ｍ〕 

※ Ｘ、Ｙは、平面直角座標系（第 3系）による計画地の建築物等の各部分の座標であり、「－178,364.302」 

は視点場のＸ座標、「26,246.794」は視点場のＹ座標である。 

※ 視点場における視点の高さは 1.5ｍとする。（標高 4.812ｍ） 
 

   エ 高さの最高限度の定め方 

個々の地点における基準線の高さを、高さの最高限度として定めた。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１ 原爆ドーム本体部分の肩の点及び背景に見える既存建築物の最頂部 

南
北
軸 

②
①

②

原爆ドーム本体部分の肩の点

座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）〔ｍ〕
 Ｘ：-177,962.655 
 Ｙ： 26,373.868 
 Ｚ：   21.406 

背景に見える既存建築物の最頂部

座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）〔ｍ〕
 Ｘ：-176,945.328  
 Ｙ： 26,579.157 
 Ｚ：   79.419 

 図２ 高さの最高限度の定め方のイメージ図 

視点場 視対象（原爆ドーム） 背景に見える既存建築物

①

②

▼東京湾平均海面(TP） 

視点の高さ
1.5ｍ 

視点場の地盤

3.312ｍ 

4.812ｍ 
視点の標高 

建築物等 
の高さ 

地盤面の
高さ 
(標高) 

高さの最高限度 
Ｈ2(標高) 

高さの最高限度
Ｈ1(標高) 

建築物等
の高さ

地盤面の
高さ 
(標高) 

原爆ドーム(本体部分)の背景 
となる範囲の建築物等 

植栽による遮蔽効果が見込める
範囲の建築物等 

原爆ドーム本体部分の
肩の点 

視点場における視点の位置 

背景に見える既存
建築物の最頂部 

高さの基準線

▼地盤面 

面の標高 
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 (6) 高さを制限する範囲の奥行きの設定の考え方（平成３１年度第２回部会） 

    論点①及び論点②を検討するに当たり、以下のとおり高さを制限する範囲の奥行きの設定の考え 

方を整理した。 

 

   ア 土地利用状況等から見た高層建築物の建設可能性 

   (ｱ) 用途地域 

      視点場から約２㎞までの範囲は、商業地域など容積率の高い地域（400～500％）が存在する。 

また、視点場から約４㎞までの範囲では、近隣商業地域や第二種住居地域など比較的容積率が

高い地域（300％）が占める割合が大きい。 

さらに北側のエリアでは、視点場から約８㎞の辺りまでは比較的容積率が低い第一種住居地

域（200％）を主とし、一部に近隣商業地域が存在する。 

これらのことから、原爆ドームの背景となるエリアにおいて、大規模敷地といった条件が整

えば、高層建築物の建設可能性はあると考えられる。（右図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原爆ドームの背景の用途地域 
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    (ｲ) 市街地整備の状況 

       現況においても高層建築物の建設が可能な大街区が存在するとともに、市街地開発（敷地 

統合や街区変更など）の必要性がある市街地や地区として都市再開発法に基づき定めたエリ

ア（１号市街地・２号地区）※が多く含まれるなど、今後も市街地整備が進み得る状況であ

ることから、ゆくゆくは現況の敷地割りを前提としない規模の建設計画の可能性がある。

（右図） 

      

      ※ 都市開発法に定める都市再開発方針には、「計画的な再開発が必要な市街地に係る再開発の

目標並びに土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針」を明らかにす

る１号市街地と、「１号市街地の内、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相

当規模の地区の整備又は開発計画の概要」を明らかにする２号地区などについて定めることと

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原爆ドームの背景の市街地整備の状況 
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    イ 想定し得る高層建築物の高さ 

     ・ 本市で最も高い建築物は、都心の核であり交通結節点である広島駅周辺地区にある「シテ 

ィタワー広島（Ｂブロックの住居棟）」（高さ約 200ｍ）であり、現在この高さを超える建築

物を建設する動きはない。また、本市では都心の核を上回る開発ポテンシャルを備えたエリ

アは、拠点地区を含め存在しない。 

・ 本市と並ぶ地方中枢都市（札幌市・仙台市・福岡市）において、福岡市には福岡タワー（高

さ 234ｍ）があるが、これは臨海部の展望塔という特殊な用途の施設である。札幌市では商

業業務ビル（高さ 230ｍ）の建設計画が具体化しているが、同市の交通結節点であり都心の

核となるエリア（札幌駅前）におけるものである。 

・ また、三大都市圏の中枢部においては、200ｍを超える建築物の事例が数多く存在すると

ともに、300ｍ級の高層建築物の事例や建設計画もあるが、地価や都市規模の状況を踏まえ

ると直接の参考とすることは適切ではない。 

・ これらのことから、高さを制限する範囲の奥行きの検討においては、想定し得る建築物の

高さの上限を、「シティタワー広島（Bブロックの住居棟）」と同等の 200ｍとする。 

 

ウ 原爆ドームの背景に建設された高層建築物が見えてくる範囲 

      高層建築物の高さ（200ｍ）と地盤面の高さ※との合計値が高さの最高限度を超える範囲は、

視点場からの距離が原爆ドーム（本体部分）の背景となる範囲では５.２㎞までとなり、植栽に

よる遮蔽効果が見込める範囲の東側では４.５㎞まで、西側では４㎞までとなる。（右図） 

 

    ※ 視点場からの距離を 0.1 ㎞ごとに区切った円弧の線上における地盤面の高さの最高値で、測量 

時の誤差（＋0.3ｍ）を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高さを制限する範囲の奥行き 
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エ 距離に応じた建築物等の見え方 

(ｱ) 景観シミュレーション 

       原爆ドームの背景（目指すべき姿）に仮想建築物が見える場合のフォトモンタージュ※を

作成し、原爆ドームの背景に高さの最高限度を超える高層建築物が建設された場合の見え方

を確認すると、建築物の形態や色彩の工夫に関わらず明瞭に視認できると考えられる。 

 

※ 仮想建築物は、現状の大規模敷地又は敷地統合された場合の街区を建設地として、当該敷地

等の用途地域による容積率や建蔽率等を踏まえ、建ち得る建築物の規模を想定して作成したも

ので、個々の建築物の建設計画などを想定したものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



9 
 

(ｲ) 距離に応じた建築物等の見え方（実地調査） 

       実地調査により距離に応じた建築物等の見え方を検証したところ、少なくとも視点場から約８㎞の範囲までは明瞭に視認できると考えられる。 
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オ 結論 

      上記アからエまでの内容を踏まえ、高さを制限する範囲の奥行きを以下のとおり設定した。

なお、高さ制限を導入した場合、高さの最高限度内での基準容積率の消化は可能であること、 

既存不適格となる建築物も商工会議所とＰＬ教会の２棟に限られており、建替えに当たっては 

いずれも基準容積率を消化することが可能であることを確認した。 

     

     (ｱ)  あり方で示した「目指すべき姿」を実現するためには、原爆ドームの背景に建築物等が

見えてこないよう高さを制限する範囲を設定する。（形態や色彩による制限の緩和は原則

として設けない。） 

   

  (ｲ)  高さを制限する範囲に建設される建築物の高さの上限は 200ｍと設定し、高さを制限す

る範囲の奥行きは、当該規模の建築物の高さと地盤面の高さとの合計が高さの最高限度を

超える範囲までとする。 

       

      原爆ドーム（本体部分）の背景となる範囲 

       視点場から５.２㎞までの範囲 

 

      植栽による遮蔽効果が見込める範囲 

       東側：視点場から４.５㎞までの範囲 

       西側：視点場から４㎞までの範囲 
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(7) 原爆ドームの背景となる阿武山の取扱い（平成３１年度第２回部会） 

    阿武山（安佐南区八木町 山頂部の標高 585.9m）は、視点場から約１２km に位置し、その山頂 

   付近は、原爆ドーム左側直近部の背景に当たる。同山頂付近における、建築物や工作物（鉄塔、鉄 

柱など）建設の可能性と景観への影響、それらを踏まえた対応について、次のとおり整理した。 

       

      ア 土地利用制限の状況 

    (ｱ)  山頂付近の稜線の南東側 

       都市計画法による市街化調整区域であり、電気通信事業や放送事業、電気事業などに供する

公益上必要な建築物及び農林業に供する建築物などを設けるための開発は、開発許可を受けず

に行うことができるが、一般には、建築物や工作物を設けるための開発許可は、大きく制限さ

れる。 

また、森林法に基づく開発制限の対象（地域森林計画対象民有林）区域でもあり、１ha を超

える開発は許可を受けなければ行うことができないほか、保安林に指定されている一部の区域

では、その機能を損なうような開発は認められない。 

     

       (ｲ)  稜線の北西側 

       都市計画区域外であり、都市計画法により、１ha を超える開発は許可を受けなければ行う

ことができない。（ただし、用途制限はない。） 

また、森林法に基づく開発制限の対象（地域森林計画対象民有林）区域でもあり、１ha を超

える開発は許可を受けなければ行うことができない。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 公益事業者へのヒアリング結果 

     公益事業者へのヒアリングの結果、現時点では、阿武山に建築物や工作物が設置される可能性

は低いが、将来的には、需要が生じるなどの状況の変化があれば新設の可能性はある。 

 

 

 

 

種類 公益事業者 ヒアリング結果 

①テレビアンテナ塔
放送事業者 

（テレビ） 

・ 現在は、放送エリアがカバーできており、新たな

テレビアンテナ塔（基地局・中継局共）建設の計画

はないが、何らかの理由で難視聴エリアができるな

ど、状況に変化があれば新設の可能性はある。 

・ 現在、テレビアンテナ塔は、一番大きな主局が絵

下山（安芸区矢野町）にあり、その他の中継局が権

現山（安佐南区緑井）や大茶臼山（西区己斐上）な

どに設置されている。 

②基地局（通信） 

電気通信事業者 

（携帯電話） 

・ 現在は、携帯電話基地局が十分に設置されており、

広範囲に電波が届く大型の基地局を新設する計画は

ないが、大きな需要変化があれば新設する可能性は

ある。 

・ 大型の基地局には、鉄塔タイプのものもある。 

・ 今後普及を図る５Ｇについては、電波の届く距離

が短いため、山の上に設置することはなく、街中に

小型の基地局を設置することになる。 

電気通信事業者 

（固定電話） 

・ 無線中継基地局（建屋及びアンテナ）は、光ケー

ブル伝送への移行により、縮小する方向となってい

る。 

・ 現在のところ、この度の眺望景観に関わる地域に

おける無線中継基地局（建屋及びアンテナ）の新た

な設置計画はない。 

③送電鉄塔（電気） 電力会社 

・ 現在、阿武山に送電線路はなく新たに設ける計画

もないが、仮に阿武山に工業団地ができるなど、電

力供給の必要が生じれば、険しい地形であっても送

電線を通すことになる。 

・ 鉄塔の大きさは送電線の状況により変わるが、一

般的なものは４０～６０ｍ程度、大きなものは８０

ｍのものもある。 
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     ウ 景観シミュレーション 

  市内の青垣山に実在する工作物等が、原爆ドームの背景に見えてくる阿武山の稜線に設置された場合の南北軸線上の眺望景観に及ぼす影響を検討するため、フォトモンタージュを作成した。（図１、図２） 

視点場から阿武山までは約１２㎞あり、かなり大型の鉄塔等であっても、その見かけの大きさは小さくなる。しかし、阿武山の稜線が原爆ドームの肩の直上に見えてくることから、見かけの大きさが小さく

とも、その存在は確実に視認できると考えられる。 

また、鉄塔等の高い工作物には、航空法の規定により赤白での塗り分けや航空障害灯の設置が義務付けられることから、見かけの大きさ以上にその存在感が大きくなる可能性がある。 

 

 
 

①テレビアンテナ塔：高さ 70ｍ ②基地局（通信）：高さ 20ｍ ③送電鉄塔（電気）：高さ 80ｍ 

   

図１ 市内の青垣山に実在する工作物等 

図２ 阿武山に工作物等を設置した場合のフォトモンタージュ 

（阿武山山頂付近 左から①テレビアンテナ塔、②基地局（通信）、③送電鉄塔（電気）） 

エ 阿武山に設置される工作物等への対応 

景観シミュレーションの結果から、阿武山に設置される工作物等のうち、

原爆ドームの背景に見えてくる工作物等については、目指すべき姿に与える

影響を抑える措置が必要と考えられる。 
このことから、原爆ドームの背景に見えてくるものは建設・設置しないこ

とを基本とする。 




